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報道関係者 各位 

 

 

『安全衛生優良企業』を認定！ 
～ 労働者の安全や健康に配慮した安全衛生優良企業に認定しました ～ 

製造業では３社目の認定‼ 
  

厚生労働省では、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い

安全衛生水準を維持・改善している企業（以下「安全衛生優良企業」という。）をより広く認知し

てもらうこと、そして積極的な取組を進める企業を応援することを目的として、企業の申請に基

づき都道府県労働局長が「安全衛生優良企業」に認定する「安全衛生優良企業公表制度」を

平成 27年６月１日から実施しています。 

このたび、秋田労働局（局長 山本 博之）では、下記の企業を認定し、認定通知書交付式

を開催します。 

また、今回の認定は、秋田県内では５例目となり、認定された企業名は厚生労働省の「職場

のあんぜんサイト」に公表されます。 

認定を受けた企業は、安全衛生優良企業認定マークを名刺や商品などに使用し、労働者

の安全や健康を守る働きやすい企業であることを求職者や取引先などに PRすることができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press Release 

 

【認定企業】 
 株式会社グラノプト（能代市） 

 業種 ： 製造業 
 
 

【認定通知書交付式】 

 １  日 時   令和８年２月25 日（水） 午後２時00 分～ 

 ２  場 所   秋田合同庁舎 5 階第２会議室 （秋田市山王７丁目１－３） 

 

※ 当日の取材希望がございましたら、交付式前日の 24 日（火）午後３時までに 
健康安全課（018-862-6683）へご連絡願います。 

（安全衛生優良企業認定マーク） 

令和 ８ 年 ２ 月 20 日  
【照会先】  
秋田労働局労働基準部健康安全課 
課       長  田川 健志 
産業安全専門官  千葉 知幸 
（電話）０１８－８６２－６６８３ 
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今回の認定企業では、当該制度の認定基準（別添資料番号１参照）を満したほか、次頁のとお

り積極的な安全衛生の取組が行われています。 

 

秋田労働局では、今後も安全衛生優良企業公表制度を通じて、企業の安全衛生対策の推進 

に向けた取組を進めていきます。 

 参   考  

安全衛生優良企業公表制度について（厚生労働省リンク） 

 「 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000075611.html 」   

 添付資料  

  １ 安全衛生優良企業認定基準  … 資料番号１ 

  ２ 安全衛生優良企業パンフレット … 資料番号２ 

認定企業における安全衛生取組事例 

 

１．過去災害事例の水平展開検討による災害リスクの洗い出し 

グループ会社で発生した過去の災害事例を毎月1件抽出し、各グループ及び工程ごと

に水平展開を行っている。 

各グループ及び工程の作業に置き換え、リスク抽出を行っている。 

リスクアセスメント表を活用し、抽出したリスクが登録済みであればリスクの

見直しを図り、新規リスクであればリスクを見積り対策を行っている。 

２．作業視察による作業手順書及び危険個所の見直し 

社員を中心に他工程の実際の作業内容を観察し、改善が必要な部分がないか議論する。 

作業観察結果と修正事項をまとめ、改善を行っている。 

 

   ３．保護具の見直しと正しい保護具の装着状態の周知 

各グループ、工程ごとに保護具の改廃見直しを行い、必要な保護具を選定している。 

見直し時に保護具の劣化具合も確認し、必要に応じて交換する。 

現場に保護具着用状態を示した写真の掲示を行い、誰が見ても正しい保護具の着用状

態が分かるように保護具着用の意識向上を行っている。 

 

 



 

 

安全衛生優良企業認定基準 

 

次の１及び２を満たす場合に、安全衛生優良企業と認定する。 

 

１ 別添中の第１、第２の必要項目 

全ての項目を満たす必要があること。 

 

２ 別添中の第３の評価項目 

(1) 項目別基準 

各分野別の評価項目の合計については、下表のとおりそれぞれの総計の６割以上を満た

すこと。 

(2) 総合点基準 

全評価項目の総合点については、下表のとおり総計の８割以上を満たすこと。 

 

 取組評価点 実績評価点 合計 

１ 安全衛生活動を推進す

るための取組状況 
５点 - 

５点 

（項目別基準：設けない） 

２－１ 健康管理の取組状

況 
10点 ２点 

12点 

（項目別基準：８点） 

２－２ メンタルヘルス対

策への取組状況 
10点 - 

10点 

（項目別基準：6点） 

２－３ 過重労働防止対策

の取組状況 
10点 ３点 

13点 

（項目別基準：８点） 

２－４ 受動喫煙防止対策

の実施状況 
- ２点 

２点 

（項目別基準：設けない） 

３ 安全でリスクの少ない

職場環境の整備の取組状

況（製造業等※） 

10点 ３点 
13点 

（項目別基準：８点） 

合計 

製造業等※ 45点 10点 55点（総合点基準：44点） 

製造業等以外

※ 
35点 7点 42点（総合点基準：34点） 

 

（注） 製造業等とは「労働安全衛生施行令第２条第１号および同条第２号に掲げる業種（林

業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、

熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商

品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整

備業及び機械修理業）」を示す。 

 

  

資料番号１ 



 

別添 

 

第１ 企業の状況として満たしていることが必要な項目（必要項目） 

１ 労働安全衛生法等の違反の状況  ※状況を確認するもの 

項 目 

① 過去３年以内に労働基準関係法令の違反で送検されていないこと 

② 過去３年以内に労働関係法令に重大な違反が認められたことにより、行政機関に

より企業名が公表されていないこと 

③ 労働安全衛生法第 98 条に基づき、労働基準監督署長等から機械・設備の使用停止

命令、作業の停止命令を受けたものがある場合には、現在、その改善措置を講じ

ていること、又は命令が解除されていること 

④ 現在、労働安全衛生法令の重大な違反についての是正指導を受けたものについて、

改善がなされていない事実がないこと 

 

２ 労働災害発生状況（派遣労働者を含む） ※状況を確認するもの 

項 目 

① 過去３年以内に法令違反による死亡災害又は障害等級７級以上に相当する重篤な

労働災害を２件以上発生させていないこと 

② 過去３年間のすべての年において、企業の同一業種の事業場（厚生労働省の公表

する労働災害動向調査において度数率が公表されている業種の事業場に限る）ご

とに休業１日以上の労働災害の発生率が、同業種の平均発生率（度数率）を下回

っていること 
※特定元方事業者の事業場においては、一の仕事の現場、構内で発生した労働災害全体（下請も含

む）で換算すること 

③ （有機溶剤業務等特殊健康診断の対象業務がある場合）過去３年間のすべての年

において、特殊健康診断の有所見率が全国平均を下回っていること 
※「特殊健康診断」とは、有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、電離放射線、高気圧業務

があること 

④ （有機溶剤業務等作業環境測定の必要な業務がある場合）過去３年間、作業環境

測定を単位作業場所ごとに実施していること。また、その結果、第３管理区分と

評価された単位作業場所がないこと、又は、あった場合には、当該単位作業場所

の翌回の測定において第３管理区分以外に改善されていること 
※「作業環境測定」とは、有機溶剤、特定化学物質、鉛、粉じんの測定があること 

 

３ その他優良企業として満たしていることが必要な状況 ※状況を確認するもの 

項 目 

① 過去３年間の企業活動において、「安全衛生に関する優良企業」としてふさわしく

ない問題を生じさせていないこと 
※この項目は、社会的に影響がある同種の悪質又は不適切な事案を生じさせたとして、国から公表

等されたことがないかを確認する 

② 過去２年間に「安全衛生優良企業認定取消基準」に該当することが確認され、認

定が取り消されたことがないこと 
 ※認定を受けたことのある企業が対象 

③ 過去３年間に安全衛生優良企業認定マーク、呼称等の不正使用がないこと 
 ※認定を受けたことのある企業が対象 



 

 

第２ 企業の取組として満たしていることが必要な項目（必要項目） 

１ 安全衛生の実施体制の取組 ※取組を確認するもの 

項 目 

① 各事業場（10 人以上の事業場）に従業員の健康や安全を担当する組織があるか、

又は担当者を置いているか、また、企業本社には、全社的な健康や安全を担当す

る組織又は担当者を置いていること 

② ①の従業員の健康や安全を担当する組織又は担当者は、労働災害の発生状況や各

種の安全衛生に関する計画の実施状況を継続的に把握し、問題点があった場合に

は、事業場内（企業内）で情報を共有した上で、必要な対策を検討するようにな

っていること 

③ 各事業場に健康や安全に関する責任者を任命していること 

 

２ 安全衛生全般の取組 ※取組を確認するもの 

項 目 

① 企業のトップが従業員の健康や安全の確保を重視する方針を明文化していること 

② ①の明文化した従業員の健康や安全の確保を重視する方針を従業員に周知、共有

していること 

③ 全社的な従業員の健康や安全の取組についての計画策定や見直しの際に従業員

（従業員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働

者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表す

る者）の意見を反映させていること 

④ 企業のトップ（幹部）に次の項目について報告していること 

 ア 企業全体の労働災害の発生状況（労働災害が発生している場合） 

イ 発生した労働災害の再発防止対策（労働災害が発生している場合） 

ウ 各種安全衛生に関する計画の進捗状況 

エ 企業全体の労働時間の状況 
  ※企業全体の職場ごとの時間外労働の状況といった統計的なものなど 

オ 企業全体の従業員の健康状況 
  ※企業全体の健康診断結果に基づく有所見の状況といった統計的なものなど 

⑤ 次の項目について、従業員が容易に状況を知ることができるようになっているこ

と 

 ア 企業内の労働災害の発生状況（労働災害が発生している場合） 

イ 発生した労働災害の再発防止対策（労働災害が発生している場合） 

ウ 各種安全衛生に関する計画の内容及び進捗状況 

また、次の事項については、従業員ごとに、情報を通知していること 

 

  

エ 従業員ごとの労働時間の状況 
 ※適正に把握された労働時間 

オ 従業員ごとの健康診断の結果 

⑥ 安全衛生教育に関する実施計画を策定し、実施していること（労働安全衛生法に

定める雇入れ時教育や特別教育も含む） 

⑦ 厚生労働省のあんぜんプロジェクトに参加するなど、自社の安全衛生の取組の見

える化（外部に公開）を行っていること 

 



 

第３ 企業の積極的な取組を評価する項目（評価項目） 

１ 安全衛生活動を推進するための取組状況 ※取組を評価するもの  (５点) 

項 目 評価点 

① 主要な事業場ごとに安全衛生に関して従業員が主体となって行う取組

を支援しているか 

1.5 点 

② 従業員の健康や安全に関する計画策定や見直しにあたり、本社及びす

べての事業場において、広く従業員の意見を求め、その意見を反映でき

る仕組みを設けているか 
※第２の２の③の必要項目と異なり、代表者の意見のみならず、さらに広く意見を聴取

している取組 

1.5 点 

③ 各事業場の安全衛生組織・担当者の活動が効果的に機能できるよう、継

続的に本社からの支援が実施されているか 

１点 

④ 国、地方自治体又は労働災害防止団体による安全衛生に関する優良と

される表彰（過去３年以内のものに限る）や認証（有効期間内のものに

限る）を取得しているか 
※企業の複数の事業場で認証等を取得している場合は１点とする 

各 0.5 点 

上限１点 

 

２ 健康で働きやすい職場環境の整備 

２－１ 健康管理の取組状況 

２－１－１ 健康管理の取組 ※取組を評価するもの (10 点) 

項 目 評価点 

① 企業全体としての従業員の健康の保持・増進に関する計画（年間スケジ

ュール表を含む）を策定し、着実に実施しているか 

２点 

② ①の健康の保持・増進に関する計画を従業員と共有しているか ２点 

③ 計画の進捗や企業全体の健康の保持・増進に係る状況の分析を継続的

に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析

結果に基づく次期計画への反映が実施されているか 

１点 

④ 健康測定の結果を踏まえた健康教育や健康相談などの健康保持増進措

置を全社的に行っているか 

１点 

⑤ 従業員の健康保持増進の取組に関して、医療保険者（健保組合など）が

行う保健事業との連携が図られているか 

１点 

⑥ 従業員への保健指導の実施等の医療保険者が行う保健事業について、

従業員が参加しやすいよう協力を行っているか 

１点 

⑦ 疾病を有する従業員が、治療しながら仕事を続けられるように社内の

仕組みを構築し、対象従業員への支援を行っているか 

２点 

 

２－１－２ 健康管理の状況 ※実績を評価するもの  (２点) 

項 目 評価点 

① 過去３年間の各年で定期健康診断の有所見率が前年より改善している

か 

２点 

 

２－２ メンタルヘルス対策の取組状況 ※取組を評価するもの (10 点) 

項 目 評価点 

① 企業全体としてのメンタルヘルス対策を推進するための計画を策定 ２点 



 

し、実施しているか 

② メンタルヘルス対策を推進するための計画を従業員と共有しているか ２点 

③ 計画の進捗や企業全体のメンタルヘルス対策に係る状況の分析を継続

的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分

析結果に基づく次期計画への反映が実施されているか 

１点 

④ 従業員に対しストレスチェックを実施し、その結果に基づき自社の傾

向の把握や職場改善を行っているか 

１点 

⑤ 従業員が利用可能なメンタルヘルスの相談窓口を設け、従業員に周知

するなどの活用の促進を図っているか（又は利用可能な外部の相談窓

口を従業員に案内しているか） 

１点 

⑥ 管理者も含む従業員に対し、メンタルヘルスに関する情報提供、教育研

修を行っているか 

１点 

⑦ メンタルヘルス不調者に関する対応について、社内での対応方針を定

めて運用しているか 

１点 

⑧ メンタルヘルス不調により休職した従業員に対する職場復帰を支援す

るためのルールを策定しているか 

１点 

 

２－３ 過重労働防止対策の取組状況 

２－３－１ 過重労働防止対策の取組 ※取組を評価するもの  (10 点) 

項 目 評価点 

① 過重労働防止対策として、企業全体の労働の負荷を軽減するための計

画（具体的な取組の方針など明文化されたものを含む）を策定し、実施

しているか 

２点 

② 過重労働防止対策の計画を従業員と共有しているか ２点 

③ 計画の進捗や企業全体の過重労働防止対策に係る状況の分析を継続的

に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析

結果に基づく次期計画への反映が実施されているか 

１点 

④ 従業員の労働時間をタイムカード等により適正に把握した上で、所定

労働時間を超えて労働させた時間について、該当する従業員の管理者

にその情報を提供し、社内基準に抵触する場合には、改善の取組を促し

ているか 

１点 

⑤ １ヶ月あたりの時間外・休日労働が 80 時間を超える従業員に対し、医

師による面接指導を従業員が受けやすいよう取組・工夫を実施してい

るか 

２点 

⑥ 全社的な年次有給休暇の取得促進のための具体的なルールを設け、実

施しているか 

２点 

 

２－３－２ 過重労働防止対策の状況  ※実績を評価するもの (３点) 

項 目 評価点 

① 過去３年間のすべての年において年次有給休暇の取得率が 70％以上で

あるか 

1.5 点 
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２－４ 受動喫煙防止対策の取組状況 ※実績を評価するもの  (２点) 

項 目 評価点 
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３ 安全でリスクの少ない職場環境の整備 

３－１ 安全でリスクの少ない職場環境の整備の取組（リスクアセスメントの実施状況等） 
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（製造業、建設業、運輸業など危険有害業務のある業種に限る）（注） 
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３－２ 安全でリスクの少ない職場環境の整備の状況 ※実績を評価するもの (3 点)  
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・安全衛生優良パンフ （420×297mm）

お問い合わせは

８時３０分から１７時15分まで （土曜日・祝日・休日・年末年始を除く）

都道府県労働局労働基準部健康安全主務課へ
受付時間 

優良企業に認定されると、厚生労働省のホームページで企業名が公表されます。
また、安全衛生優良企業マークが名刺や商品などに使用でき、さまざまな場所で
PRすることができます。それによって、以下のような効果が生まれます。

安全衛生優良企業についての情報は、ホームページをご覧ください。

認定
の

メリッ
ト

とは？

ホー
ム

ペー
ジ

安全衛生
優良企業

安全衛生優良企業

安全衛生優良企業とは？

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html

安全
衛生優良企業

厚生労働省労働基準局安全衛生部
都道府県労働局（労働基準部健康安全主務課）

労働者が安全・健康に働くことができる環境を作ることは、企業にとって不可欠です。
労働者にとっても、企業にとっても、求職者にとっても、ベストな労働環境を目指して－
安全衛生優良企業認定を受けませんか？

労働者は労働者の
安全や健康を守る企業の証です

安全衛生優良企業とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い
安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認定を受けた企業のことです。
この認定を受けるためには、過去3年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項
に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策、安全管理など、幅
広い分野で積極的な取組を行っていることが求められます。
基準を満たした企業は、3年間の認定を受けることができ、さまざまなメリットが得られます。

認定制度を活用しましょう!認定制度を活用しましょう!
働く人の安全と健康こそ企業の業績

企業イメージの
向上

安全・健康確保に
よる生産性の向上

取引先へのPR 求職者へのPR

社員の働く
意欲向上

安全
衛生優良企業

みんな元気で
仕事がはかどる！

取引先が
優良企業だと
安心だ！

安全・健康に
長く働けそう！

社員を
大切にする
会社だな！

優良企業なら
働きやすいね！

安全

健康

働き
やすい

oosumit
フリーテキスト
 資料番号２



・安全衛生優良パンフ （420×297mm）

社員に健康に働
いてもらうため
の企業独自の取
組も、評価して
もらいたい。

誰もが安心して
健康に働くこと
ができる会社で
あることをPR
したい。

労働局

どんな企業が申請できるのですか？
労働者を雇用するすべての企業・法人が対象になり、ど

んな業種でも申請いただけます。

安全衛生優良企業の認定申請は、企業単位で行うの
ですか？
企業単位での申請となります。認定を受けるには、全て

の事業場の取組を含め、安全衛生優良企業の認定基準を

達成していることが必要です。

認定期間は何年ですか？
3年間です。3年経過した後は、再度

申請が必要になります。

自己診断の際に、評価項目を満たしているかどうか
の判断はどのように行ったらよいですか？
ホームページに掲載した各評価項目に、取組事例が記載

されていますので、参考にしてください。事例は参考な

ので、同じことを行っていなければ項目を満たしていな

い、というものではありません。

認定を受けた後に、要件を満たせない評価項目が発
生した場合には、どうすればよいですか？
何らかの事情により満たせない評価項目が発生し、認定

基準を満たさなくなった場合には、認定証を返納してい

ただく必要がありますので、認定を受けた労働局までご

相談ください。

労働局労働局

厚生労働省のＨＰで
自己診断

書類審査、
ヒアリング調査の実施

厚生労働省のＨＰに
企業名公表

本社管轄労働局への
申請書類の作成

自己診断で
一定基準を
満たす

認  定

申  請

□ 安全衛生マニュアル

□ 就業規則

□ ○○○○○○○○○

厚生労働省のＨＰに

（認定通知書イメージ）

●安全衛生体制の状況
●安全衛生全般の取組

第２ 企業の取組として満たしていることが
必要な項目

STEP
1

STEP
2

基本的な取組が
できているか確
認します

積極的な活動を
評価します

優良企業にふさ
わしいかどうか
確認します

必要項目を
全て満たす

主要な取組・対
策ごとに6割以
上、全体として
は8割以上を取
得する

●労働安全衛生法等の違反の状況
●労働災害発生状況
●その他優良企業としてふさわし
くない事項

●安全衛生活動を推進するための
取組
●健康で働きやすい職場環境の整
備（健康保持増進対策、メンタル
ヘルス対策、過重労働防止対策、
受動喫煙防止対策）
●安全でリスクの少ない職場環境
の整備

企 業

申請の方法は次のとおりです。
詳細は、安全衛生優良企業のホームページをご覧ください。

認定の基準の概要は次のとおりです。
詳細は、安全衛生優良企業のホームページをご覧ください。

労働災害の防止や労働者の健康確保対策

は、働く全ての人やその家族にとって大切

なことでありながら、積極的に取り組む企

業の認知度が高いとは言えませんでした。

そのため、この制度は、労働安全衛生対策

をより広く認知してもらうこと、そして積

極的な取組を進める企業を応援すること

を目的として作られました。

安全衛生優良企業公表制度の背景
Q
A

Q

A

Q
A

Q

A

Q

A

第１ 企業の状況として満たしていることが
必要な項目

第３ 企業の積極的な取組を
評価する項目

企 業企 業

申請
の

方法
は？

安全衛生優良企業

認定
の

基準
は？

申請Q&A



・安全衛生優良パンフ （420×297mm）

社員に健康に働
いてもらうため
の企業独自の取
組も、評価して
もらいたい。

誰もが安心して
健康に働くこと
ができる会社で
あることをPR
したい。

労働局

どんな企業が申請できるのですか？
労働者を雇用するすべての企業・法人が対象になり、ど

んな業種でも申請いただけます。

安全衛生優良企業の認定申請は、企業単位で行うの
ですか？
企業単位での申請となります。認定を受けるには、全て

の事業場の取組を含め、安全衛生優良企業の認定基準を

達成していることが必要です。

認定期間は何年ですか？
3年間です。3年経過した後は、再度

申請が必要になります。

自己診断の際に、評価項目を満たしているかどうか
の判断はどのように行ったらよいですか？
ホームページに掲載した各評価項目に、取組事例が記載

されていますので、参考にしてください。事例は参考な

ので、同じことを行っていなければ項目を満たしていな

い、というものではありません。

認定を受けた後に、要件を満たせない評価項目が発
生した場合には、どうすればよいですか？
何らかの事情により満たせない評価項目が発生し、認定

基準を満たさなくなった場合には、認定証を返納してい

ただく必要がありますので、認定を受けた労働局までご

相談ください。

労働局労働局

厚生労働省のＨＰで
自己診断

書類審査、
ヒアリング調査の実施

厚生労働省のＨＰに
企業名公表

本社管轄労働局への
申請書類の作成

自己診断で
一定基準を
満たす

認  定

申  請

□ 安全衛生マニュアル

□ 就業規則

□ ○○○○○○○○○

厚生労働省のＨＰに

（認定通知書イメージ）

●安全衛生体制の状況
●安全衛生全般の取組

第２ 企業の取組として満たしていることが
必要な項目

STEP
1

STEP
2

基本的な取組が
できているか確
認します

積極的な活動を
評価します

優良企業にふさ
わしいかどうか
確認します

必要項目を
全て満たす

主要な取組・対
策ごとに6割以
上、全体として
は8割以上を取
得する

●労働安全衛生法等の違反の状況
●労働災害発生状況
●その他優良企業としてふさわし
くない事項

●安全衛生活動を推進するための
取組
●健康で働きやすい職場環境の整
備（健康保持増進対策、メンタル
ヘルス対策、過重労働防止対策、
受動喫煙防止対策）
●安全でリスクの少ない職場環境
の整備

企 業

申請の方法は次のとおりです。
詳細は、安全衛生優良企業のホームページをご覧ください。

認定の基準の概要は次のとおりです。
詳細は、安全衛生優良企業のホームページをご覧ください。

労働災害の防止や労働者の健康確保対策

は、働く全ての人やその家族にとって大切

なことでありながら、積極的に取り組む企

業の認知度が高いとは言えませんでした。

そのため、この制度は、労働安全衛生対策

をより広く認知してもらうこと、そして積

極的な取組を進める企業を応援すること

を目的として作られました。

安全衛生優良企業公表制度の背景
Q
A

Q

A

Q
A

Q

A

Q

A

第１ 企業の状況として満たしていることが
必要な項目

第３ 企業の積極的な取組を
評価する項目

企 業企 業

申請
の

方法
は？

安全衛生優良企業

認定
の

基準
は？

申請Q&A



・安全衛生優良パンフ （420×297mm）

お問い合わせは

８時３０分から１７時15分まで （土曜日・祝日・休日・年末年始を除く）

都道府県労働局労働基準部健康安全主務課へ
受付時間 

優良企業に認定されると、厚生労働省のホームページで企業名が公表されます。
また、安全衛生優良企業マークが名刺や商品などに使用でき、さまざまな場所で
PRすることができます。それによって、以下のような効果が生まれます。

安全衛生優良企業についての情報は、ホームページをご覧ください。

認定
の

メリッ
ト

とは？

ホー
ム

ペー
ジ

安全衛生
優良企業

安全衛生優良企業

安全衛生優良企業とは？

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html

安全
衛生優良企業

厚生労働省労働基準局安全衛生部
都道府県労働局（労働基準部健康安全主務課）

労働者が安全・健康に働くことができる環境を作ることは、企業にとって不可欠です。
労働者にとっても、企業にとっても、求職者にとっても、ベストな労働環境を目指して－
安全衛生優良企業認定を受けませんか？

労働者は労働者の
安全や健康を守る企業の証です

安全衛生優良企業とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い
安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認定を受けた企業のことです。
この認定を受けるためには、過去3年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項
に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策、安全管理など、幅
広い分野で積極的な取組を行っていることが求められます。
基準を満たした企業は、3年間の認定を受けることができ、さまざまなメリットが得られます。

認定制度を活用しましょう!認定制度を活用しましょう!
働く人の安全と健康こそ企業の業績

企業イメージの
向上

安全・健康確保に
よる生産性の向上

取引先へのPR 求職者へのPR

社員の働く
意欲向上

安全
衛生優良企業

みんな元気で
仕事がはかどる！

取引先が
優良企業だと
安心だ！

安全・健康に
長く働けそう！

社員を
大切にする
会社だな！

優良企業なら
働きやすいね！

安全

健康

働き
やすい


